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主 唱  　栃木県・栃木県交通安全対策協議会

12月13日（水）「こどもや高齢者に優しい３Ｓ（スリーエス）運動」推進強化の日
12月15日（金）「飲酒運転根絶」強化の日
12月18日（月）「自転車マナーアップ」強化の日
12月22日（金）「ライト４とハイビーム」強化の日

こどもと高齢者の交通事故防止
飲酒運転等の根絶
自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
「ライト４（フォー）運動」と「原則ハイビーム」の推進

実施期間 令和5（2023）年12月11日（月）から
　　　　　　　　12月31日（日）までの21日間

交通安全
スローガン マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です
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年末の交通安全
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① こどもと高齢者の交通事故防止

「横断歩道は歩行者優先」もっと 止まれる 栃木県！！
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運動の
重点

統一行動日

● 横断中または横断しようとする歩行者等がいるときは、横断歩道等の前で一時停止し、その歩行者等の
　　通行を妨げないようにしなければなりません。
● 歩行者は、横断歩道でも走行車両がないことを確認し、運転者に対して手を挙げるなど横断する意思を
　 明確に伝え、自らの安全を守るための交通行動を実践しましょう。
● 歩行者も、横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信号に従うことなどの交通ルールを
 　守りましょう。

● こどもや高齢者を交通事故から守る意識を高め、歩道や通学路等で保護誘導活動を行いましょう。
● 高齢運転者の皆様は、身体機能の変化を認識して、安全運転を心掛け、運転に不安を感じたときは、家族と運転免許の自主返納に
ついて話し合いましょう。

● 信号は必ず守り、交差点や道路を横断するときは、左右の安全を確かめてから道路を渡りましょう。

ＳＥＥ（発見する） 　 こどもや高齢者をいち早く発見する
ＳＬＯＷ（減速する） 　 こどもや高齢者を見たら減速する
ＳＴＯＰ（停止する） 　 危険を感じたら、すぐに停止する

「こどもや高齢者に優しい３Ｓ運動」の推進



下向きライト（約40m） 

上向きライト（約100m）

③ 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底　③ 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底　

①車道が原則、左側を通行
　歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と
　一時停止を守って、
　安全確認

③夜間はライトを点灯 ④飲酒運転は禁止 ⑤ヘルメットを着用

※ただし、以下の場合、普通自転車は歩道を通行することができます

○標識や標示によって歩道を通行することができることとされている場合
○運転者が下記の場合
　・13歳未満の子供
　・70歳以上の高齢者
　・その他車道通行に支障がある方

○車道又は交通の状況から
　やむを 得ない場合
　 ・道路工事等で通行が困難なとき
　 ・交通量が多く、車道の幅が狭い
    　など、危険があるとき

② 飲酒運転等の根絶

④ 「ライト４（フォー）運動」と「原則ハイビーム」の推進

● 飲酒運転を絶対に「しない・させない」環境づくりに努め、飲酒運転を根絶しましょう。
● 酒類を提供するお店の方へのお願い

◎ お客さまが、車で来店したかどうかを確認しましょう。
◎ 車を運転するお客さまには絶対に酒類を提供しないでください。
◎ 飲酒したお客さまには絶対に車を運転させないでください。　

● 二日酔い等による飲酒運転も犯罪です。
◎ 前日のアルコールが翌日も残っている可能性がありますので、アルコール検知器等で確認しましょう。

● 事業者の取組（道路交通法施行規則等の一部改正、令和５年１２月１日施行）
◎ 安全運転管理者は、運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行いましょう(義務)。
◎ アルコール検知器を常時有効に保持する必要があります。

運転手は、午後４時にはライトを点灯しましょう。
夜間、先行車や対向車等が無いときは、原則ハイビームで走行し、歩行者等の
早期発見に努めましょう。
夜間は昼間に比べて視界が悪くなるため、歩行者や自転車等の発見が遅れる
上、速度感覚が鈍り、速度超過になりがちです。昼間より速度を落として慎重に
運転しましょう。
歩行者は、明るい服装と反射材を身につけ、自分の存在をアピールしましょう。
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事務局 栃木県生活文化スポーツ部くらし安全安心課
〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番２０号　　ＴＥＬ 028－623－2185　　ＦＡＸ 028－623－2182

栃木県のホームページ
http://www.pref.tochigi.lg.jp

特定小型原動機付自転車

「自転車安全利用五則」を守りましょう

【車体の大きさ】
長さ：190センチメートル以下　　幅６０センチメートル以下
【車体の構造】
○ 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
○ 走行中に最高速度を変更することができないこと。
○ オートマチック・トランスミッション（ＡＴ）であること。
○ 最高速度表示灯（灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの）が備えられていること。　　等

【運転者の年齢制限】
・ 運転免許は不要ですが、
　16歳未満の者は運転禁止です。
【乗車用ヘルメット】
・ 頭部を守るため、着用してください
　（努力義務）。

ヘルメットを
かぶり頭部を
守りましょう
（努力義務）。

詳しいルールについては
警察庁ホームページを

確認ください
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